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新しい学習指導要領

事務局説明資料

令 和 ６ 年 ６ 月 １ ０ 日
今後の教育課程、学習指導及び学習評価等
の在り方に関する有識者検討会（第12回）
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第４回検討会で各委員から議論する必要があると示された課題学習指導要領総則
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各教科の目標・内容の示し方について



どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか

何を理解しているか
何ができるか
知識及び技能

理解していること・できる
ことをどう使うか

思考力，判断力，表現力等

学びに向かう力，人間性等

「確かな学力」「健やかな体」「豊かな心」を
総合的にとらえて構造化

育成すべき資質・能力の三つの柱

生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，こ
れらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，
主体的に学習に取り組む態度を養うことに，特に意を用いなければならない。

学校教育法第３０条第２項が定めるいわゆる学力の三要素（「基礎的な知識及び技能」「これらを活用して

課題を解決するために思考力、判断力、表現力その他の能力」「主体的に学習に取り組む態度」）を議論の出発点としなが
ら，学習する子供の視点に立ち，育成を目指す資質・能力の要素を三つの柱で整理。

【参考】学校教育法第３０条第２項
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目 標

内 容

第２章第１節 国 語                                    
第１ 目 標
言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に

表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるよう
にする。 【知識及び技能】

(2) 日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養
う。 【思考力，判断力，表現力等】

(3) 言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，
国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養う。【学びに向かう力，人間性等】

第２章第１節 国 語                                    
第１ 目 標
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し，伝え合

う力を高めるとともに，思考力や想像力及び言語感覚を養い，
国語に対する関心を深め国語を尊重する態度を育てる。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容
    〔第１学年〕
２ 内 容
  Ａ 数と式

(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理
解し，その四則計算ができるようにするとともに，正の
数と負の数を用いて表現し考察することができるよう
にする。
ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
イ 小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，
正の数と負の数の四則計算の意味を理解すること。
ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。
エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表した
り処理したりすること。

第２章第３節 数 学
第２ 各学年の目標及び内容
    〔第１学年〕
２ 内 容
  Ａ 数と式
    (1) 正の数と負の数について，数学的活動を通して，次の事項を身に付けることが

できるよう指導する。
      ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 【知識及び技能】
        (ｱ) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。
        (ｲ) 正の数と負の数の四則計算をすること。
        (ｳ) 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりすること。
      イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

【思考力，判断力，表現力等】
        (ｱ) 算数で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則計算

の方法を考察し表現すること。
        (ｲ) 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。

各教科等の「目標」「内容」の記述を，「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学び
に向かう力，人間性等」の資質・能力の３つの柱で再整理。

平成20年改訂小学校学習指導要領 平成29年改訂小学校学習指導要領

平成20年改訂中学校学習指導要領 平成29年改訂中学校学習指導要領

新学習指導要領における「目標」及び「内容」の構成
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平成２８年中教審
答申では、「見方・考
え方」（各教科等の
特質に応じた物事を
捉える視点や考え
方）を教科等別に整
理している。

各教科等の特質に応じた見方・考え方
（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（平成28年12月21日 中央教育審議会答申） 別紙１）



教科書・教材の在り方について
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我が国における教科書制度について

【教科書の定義】
○教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）

第２条 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、
教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であつて、
文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。
２ （略）

【教科書の使用義務】
○学校教育法（昭和22年法律第26号）

第34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を
使用しなければならない。

※本規定を中学校／高等学校／中等教育学校／特別支援学校についても準用。

【教科書が使用されるまで】

中央教育審議会
答申（H28.12）

教科用図書検定
調査審議会 答申
（H29.5）

教科書会社向け
説明会の実施 著作・編集 検定 採択

学習指導要領改訂に向け、
中教審において議論が重
ねられ、新しい学習指導
要領等の姿とその理念の
実現のために必要な方策
等を提示。

中教審答申を受け、次期学
習指導要領の実施に対応し
た教科書の改善方策につい
て議論し、検定基準等の改
善の方向性等について提示。

教科用図書検定
調査審議会が調
査審議を行い、
その結果に基づ
き検定の合格/
不合格を決定。

学習指導要領や教
科用図書検定基準
等をもとに、民間
の教科書発行者の
創意工夫により著
作・編集。

採択権者（教育
委員会等）によ
り、実際に使用
する教科書を選
定。

学習指導要領改訂 教科用図書検定基準告示
教科書会社向けに、新学
習指導要領の趣旨等の周
知に向けた説明会を実施。
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小学校４教科 標準授業時数と教科書ページ数

教科書ページ数 標準授業時数

教科書のページ数の推移について

【出典】学校教育法施行規則及び教科書目録から文部科学省において算出※小学校４教科：国語・社会・算数・理科、中学校５教科：国語、社会、数学、理科、外国語
※教科書ページ数は、各教科の教科書の平均ページ数を足し上げたものであり、Ａ５換算。
※Ａ５換算ページ数は、Ａ５版との面積比を踏まえ、Ｂ５版は１.５倍、ＡＢ版は１.７４倍、Ａ４版は２.０１倍して算出。
※平成４年の生活科創設に伴い小学校１，２年生の社会と理科がなくなったため、標準授業時数・教科書ページ数ともに社会と理科は小学校３～６年生の数値としている。

約３倍 約１.５倍

時数

頁

時数 頁

○ 約５０年前から、小学校４教科・中学校５教科について、
・標準授業時数は減少しているものの、
・教科書ページ数（Ａ５換算）は小学校で約３倍、中学校で約１.５倍に増加。

昭46の比を
１とすると

1.0 1.0 1.2 1.4 2.8 3.2 3.4 昭47の比を
１とすると

1.0 1.0 1.0 1.3 1.7 1.9 1.8
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学習者用デジタル教科書について

○ 学習者用デジタル教科書は、平成３０年の学校教育法等の一部改正等により、小学校、中学校、高校等において、
紙の教科書の内容の全部を電磁的に記録したデジタル教科書がある場合は、教育課程の一部において紙の教科書に
代えてデジタル教科書を使用することが可能。

○ デジタル教科書の今後の在り方に関する検討会議の議論を踏まえ、令和３年４月より、学習者用デジタル教科書の
使用を各教科等の授業時数の２分の１未満とする制限を撤廃。

デジタル教科書の制度等

・任意の１教科→全国の約40％
令和３年度

○ 令和３年度から令和５年度は「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」、令和６年度からは
「学習者用デジタル教科書購入費」として、小学校５年生から中学校３年生を対象にデジタル教科書を提供し、
学校現場における活用を推進。

学習者用デジタル教科書の推進

・英語     →全国の100％
・算数 数学→全国の約20％

（その他教科で50%）

・英語 →全国の100%
・算数・数学→全国の約50％

令和５年度

中央教育審議会 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた学校教育の在り方に関する特別部会 報告（令和５年２月）

導入の方向性

○ 通信面や指導面での課題も踏まえ、デジタル教科書の円滑かつ効果的な活用の観点から、教科・学年を絞って 
令和６年度から段階的に導入。

○ 令和６年度の教科・学年については、令和４年度の実証事業の実績等を踏まえ、まずは小学校５年生から中学校
３年生を対象に「英語」で導入。

○ その他の教科については「算数・数学」など、現場のニーズを踏まえて導入（令和４年度の実証事業において、   
英語の次に現場のニーズが高いのは算数・数学）。
   ※ 紙の教科書とデジタル教科書の在り方については、デジタル教科書への慣れや児童生徒の学習環境を豊かにする観点から、

児童生徒の特性や学習内容に応じてハイブリッドに活用

令和４年度
・英語 →全国の100%
・算数・数学→全国の50～60%

令和６年度
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本日の議論の視点（案）

１．目指すべき授業や学びのあり方と、そうした授業や学びづくりに直結するわかり
やすい目標・内容の在り方

２．教育課程の実施に係る学校現場の負担感はどのように生じうるか、またその軽
減の在り方

３．現行の学習指導要領における資質・能力の３つの柱の在り方

４．一人一台端末というデジタル学習基盤を前提とした学びの在り方

５．子供たち一人一人の特性や多様性に配慮した柔軟な対応を一層可能とする
ための在り方

６．今後の授業や学びのあり方を踏まえた教科書・教材の在り方
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